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タイトル 

三木市立金物資料館の休館日及び開館時間（最終入館）を変更 

本件のポイント 

令和 7 年 5 月 1 日（木）から、新たな休館日を設けることとし、最終入館時

間を午後 4 時 30 分に変更します。 

説明文 

互いに隣接する三木市立金物資料館、三木市立美術館及び三木市立歴史資料

館の休館日を統一し、三木市立金物資料館の管理費を削減することを目的とし

て、休館日及び開館時間（最終入館）を次のとおり変更します。 

 

1 変更内容  

（1）休館日 

変更前 変更後 

月曜（休日※の場合は次の平日） 月曜（休日※の場合は次の平日） 

 休日※の翌日（当該日が土曜、日曜、

休日に当たる場合を除く。） 

年末年始（12月 29日～1月 3日） 年末年始（12月 28日～1月 4日） 

※国民の祝日に関する法律に規定する休日 

 

（2）開館時間（最終入館） 

変更前 変更後 

午前 10時～午後 5時 

（最終入館：－） 

午前 10時～午後 5時 

（最終入館：午後 4時 30分） 

 

2 変更開始日 

令和 7年 5月 1日（木） 
 

本案件は次の SDGs 目標に関連します。 

      


